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 解 説  

 

１．外資規制 

第 12 次外国投資ネガティブリスト（2022 年７月発行）により外資出資比率が

100％禁止、25％・30％・40％以下に制限される業種が指定されています。ネガティ

ブリストの規制業種に該当しなければ、原則、外国資本 100％での設立が可能とな

ります。 

 

２．外国資本 100%での設立が可能なケース 

・ネガティブリストの規制業種に該当しない業種の場合 

ただし、建設業など、免許の取得が別途必要な業種もあるため、実務上は事前

確認をお勧めします。（例：建設業の場合は、PCAB/フィリピン建設業者許可委員

会より免許を受ける必要がある。） 

・輸出型企業（製造業、ITサービス産業等）において、全体の 70%以上を国外へ輸

出している場合等 

・フィリピン国内市場向け事業を行う企業で、先端技術を使用しておらず、50人以

上の直接雇用をしないで、20百万米ドル相当以上の資本金を払い込む場合 

・フィリピン国内市場向け事業を行う企業で、先端技術を使用しているか、または、

50人以上の直接雇用し、10百万米ドル相当以上の資本金を払い込む場合 

 

３．その他 

上記２．のケースに該当しないフィリピン国内市場向け事業を行う企業は、株式

の 60%以上がフィリピン資本でなければなりません。 

 

 

Ｑ． 

 フィリピンで事業を始めるために現地法人を設立することを検討していま

す。会社設立における外資規制や手続きの流れ等について教えてください。 

 

Ａ. 

 現地での会社設立について、業種や条件によっては 100%外資で設立すること

が可能ですが、外資規制（ネガティブリスト）の対象となる業種では、定められ

た資本比率に応じたフィリピン資本を入れる必要があります。 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/41_Philippines_LocalSubsidiary.pdf

